
平成３０年７月２５日 

 

 

特定事業主行動計画（女性活躍推進法）に基づく取組の実施状況の公表 

 

 

平成２８年３月に策定した「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」

における取組の実施状況について、女性活躍推進法第１５条第６項に基づき、

計画における数値目標の実績を以下のとおり公表します。 

 

１ 管理職地位への女性職員の登用 

＜目標＞平成３２年度までに管理的地位（課長補佐級以上）にある職員に占め

る女性の職員数を、平成２７年度の実績７％より５％以上引き上げ、１２％以

上とする。 

＜実績＞ 

 平成２７年度 

（計画初期値） 

平成２９度 

（直近値） 

平成３２年度 

（目標値） 

管理的地位にある職員数 １４人 １６人 １６人 

うち女性割合 ７％ １２．５％ １２％以上 

 

２ 配偶者の出産に伴う特別休暇取得割合 

＜目標＞平成３２年度までに、平成２３～２７年度５箇年実績５５％より２

５％以上引き上げ、８０％以上とする。 

＜実績＞ 

 平成２３～２７年度実績 

（計画初期値） 

平成２９年度 

（直近値） 

平成３２年度 

（目標値） 

配偶者出産休暇取得割合 ５５％ １００％ ８０％以上 

 

３ 年次休暇の取得促進 

＜目標＞平成３２年度までに、年次休暇の平均取得日数を、平成２７年度の実

績５．８日より１．７日以上引き上げ、７．５日以上とする。 

＜実績＞ 

 平成２７年度 

（計画初期値） 

平成２９年度 

（直近値） 

平成３２年度 

（目標値） 

平均取得日数 ５．８日 ６．２日 ７．５日以上 

 


